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Chushokigyo-chiba
組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

○
記
述
問
題
か
ら
の
出
題
○

　
（ 

本
問
題
は
、
試
験
時
に
４
行
以
内
で
記
述
す

る
問
題
で
す
。
解
答
例
は
120
字
以
内
で
す
。）

【
第
一
問
】「
監
事
は
、
理
事
又
は
使

用
人
と
兼
務
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

す
る
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
に
言
及
し
て
説
明
せ
よ
。

【
第
二
問
】
理
事
の
債
務
保
証
・
利
益

相
反
取
引
に
つ
い
て
述
べ
よ
。

《
解
答
》【
第
一
問
】
監
事
は
、
監
査

を
通
じ
て
理
事
の
職
務
を
監
督
す
る

地
位
に
あ
る
。
理
事
・
使
用
人
は
、

一
体
と
な
っ
て
組
合
の
業
務
を
遂
行

す
る
立
場
に
あ
る
。
監
事
が
こ
の
両

方
の
立
場
を
兼
務
す
る
こ
と
は
、
自

分
の
職
務
を
自
分
で
監
督
す
る
と
い

う
矛
盾
が
生
じ
、
適
正
な
業
務
遂
行

を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

【
第
二
問
】
組
合
と
理
事
と
の
利
益
が

相
反
す
る
取
引
を
す
る
と
き
は
、
理

事
会
に
お
い
て
当
該
取
引
に
つ
い
て

重
要
な
事
実
を
開
示
し
、
そ
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
文

上
は
組
合
が
理
事
の
債
務
を
保
証
す

る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
組

合
が
理
事
の
た
め
に
担
保
を
提
供
す

る
行
為
な
ど
も
対
象
に
な
る
。

Ｑ
＝
中
協
法
第
35
条
に
お
い
て
役
員
の

定
数
は
「
理
事
は
３
人
以
上
、
監
事
は

１
人
以
上
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
定
数
の
上
限
は
第
何
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
の
か
。

　

例
え
ば
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
４
法
人
が
協
同

組
合
を
組
織
す
る
に
当
た
っ
て
理
事
、

監
事
の
定
数
の
上
限
の
決
定
の
方
法
と

し
て
、
単
記
式
投
票
に
よ
れ
ば
組
合
員

１
人
１
票
の
原
則
に
よ
り
理
事
、
監
事

各
々
最
大
４
人
ま
で
選
出
で
き
る
こ
と

と
な
る
が
、
連
記
式
投
票
に
よ
る
場
合

は
組
合
員
総
数
を
上
回
る
多
数
の
役
員

を
選
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
定

款
に
て
役
員
の
定
数
は
決
定
し
て
い
る

の
で
単
記
、
連
記
の
い
ず
れ
を
採
用
し

て
も
役
員
の
総
数
は
同
一
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
故
に
そ
の
両
方
の
限
度
内

で
組
合
内
容
に
適
し
た
方
法
で
選
ぶ
べ

き
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
如
何
。

［
Ａ
］
中
小
企
業
等
協
同
組
合
の
役
員

の
数
は
、
中
協
法
第
33
条
１
項
第
11
号

の
規
定
に
よ
り
、
定
款
の
絶
対
的
必
要

記
載
事
項
と
し
て
、
必
ず
、
何
人
以
上

何
人
以
内
と
い
う
定
数
で
定
款
に
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
数
は
、
同
法
第
35
条
第
２

項
に
規
定
す
る
数
以
上
で
あ
れ
ば
、
何

人
で
あ
ろ
う
と
、
法
令
違
反
に
は
な
ら

な
い
。

　

役
員
の
定
数
を
定
め
る
場
合
、
設
問

の
ご
と
く
単
記
式
無
記
名
投
票
に
よ
っ

て
選
出
し
う
る
最
大
限
の
数
（
組
合
員

数
）
を
、
そ
の
組
合
の
理
事
及
び
監
事

の
定
数
の
上
限
と
し
て
、
そ
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
単
記
式
、
連
記
式
の
い
ず

れ
か
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て

画
一
的
に
指
導
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ

る
。
説
例
の
よ
う
に
組
合
員
数
が
４
人

で
あ
る
組
合
に
お
い
て
も
、
組
合
の
業

務
運
営
に
お
い
て
組
合
員
数
を
上
回
る

役
員
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら

れ
る
の
で
、
指
導
と
し
て
は
当
該
組
合

の
事
業
規
模
、
役
員
の
業
務
分
担
を
考

慮
し
、
業
務
の
迅
速
的
な
遂
行
を
妨
げ

る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
、
か

つ
、
最
小
限
度
の
役
員
の
数
を
定
め
、

そ
の
数
を
選
出
す
る
に
つ
い
て
、
単
記

式
、
連
記
式
の
い
ず
れ
を
採
用
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
か
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

Ｑ
１
＝
法
令
の
改
廃
に
よ
り
既
存
の
定

款
の
規
定
が
当
然
に
変
更
さ
れ
る
場
合

の
定
款
変
更
は
、
変
更
さ
れ
る
定
款
の

規
定
は
法
律
上
無
効
で
あ
る
か
ら
、
総

会
の
議
決
を
経
な
い
で
こ
れ
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
。

２
＝
事
務
所
の
所
在
地
が
、
行
政
区
画

の
変
更
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
等
定
款

規
定
の
中
で
事
実
に
基
礎
を
有
す
る
者

は
、
そ
の
事
実
の
変
更
に
よ
り
定
款
を

変
更
す
る
場
合
に
は
、
上
述
の
理
由
に

よ
り
、
総
会
の
議
決
を
必
要
と
し
な
い

か
。

［
Ａ
］
法
令
の
改
廃
に
よ
る
定
款
変
更

で
あ
っ
て
も
総
会
の
議
決
並
び
に
行
政

庁
の
認
可
は
必
要
で
あ
り
、
行
政
区
画

の
変
更
等
に
伴
う
定
款
変
更
に
つ
い
て

も
同
様
と
解
す
る
。

　
　

 

中
小
企
業
組
合
質
疑
応
答
集
（
全
国
中
小
企
業
団

体
中
央
会
編
）よ
り
転
載

役
員
の
定
数
に
つ
い
て（
１
）

法
令
の
改
廃
等
に
よ
り
当
然
変
更 

す
る
定
款
の
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

組
合
Ｑ
＆
Ａ

組合 Q ＆ A


